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◇

ｶードで支払った医療費

Q:私は、8年の12月にクレジットカー

ドで医療費を支払いましたが、口座から引き

落とされたのは9年になってからでした。

このような場合、8年分の確定申告で医療

費控除を受けることができますか。

J:8年分の確定申告で医療費控除を受け

ることができます。

【解説】

医療費控除の適用を受ける場合の医療費と

は、その控除を受けようとする年の1月1日

から12月31日までの間に現実に支払った

ものに限られています。

すなわち、その年中に医師等から診療等を

受けた場合でも、治療代を支払っていなけれ

ば、その年中の医療費とすることはできませ

ん 。

最近では、医療費も高額化していて、クレ

ジットカードで支払う人も多くなっているよ

うです。この場合、治療代の支払いについて

クレジットカードを利用した日と、その治療

代が自分の口座から引き落とされた日が年を

またいでいると、医療費控除の適用は、クレ

ジットを利用した年なのか、それとも、実際

に治療代が口座から引き落とされた年なのか

迷われることもあると思います。

クレジットカードの場合は、カード会社か

ら金銭を借入れたうえで治療代を支払ったも

のと判断されますので、クレジットを利用し

た日の年が医療費控除の対象となります。




